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◎群馬県告示第１２８号 

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。 

令和８年４月１０日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 定期検査を行う区域 館林市及び邑楽郡 

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり 

３(1) 定期検査を行う日時及び場所（特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項

の規定により特定計量器の所在の場所で実施する定期検査（以下「所在場所検査」という。）を除く。） 
 

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所 

令和８年５月１３日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

ＪＡ邑楽館林 板倉カントリー 

令和８年５月１４日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

明和町役場 車庫 

令和８年５月１５日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

ＪＡ邑楽館林 千代田支所 

令和８年５月１８日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

大泉町公民館ホール 

令和８年５月１９日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

大泉町公民館ホール 

令和８年５月２１日 午前１０時～正午 邑楽町共同福祉施設 

令和８年５月２１日 午後１時～午後３時 ＪＡ邑楽館林 西邑楽野菜集荷センター 

令和８年５月２７日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

ＪＡ邑楽館林 多々良支所 

令和８年５月２８日 午後１時～午後３時 館林市 赤羽公民館 

令和８年６月１日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

館林市役所 北側駐車場 

令和８年６月２日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

館林市役所 北側駐車場 

令和８年６月３日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

館林市役所 北側駐車場 

令和８年６月４日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

館林市役所 北側駐車場 

令和８年６月５日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

館林市役所 北側駐車場 

令和８年７月３日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

館林市役所 北側駐車場 

 

■ 告  示 
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備考 

(1) 一般社団法人群馬県計量協会で検査を希望する受検者は事前連絡の上、対象となる特定計量器を持ち込む

こと。 

(2) 計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定期

検査は、別に指定する期日及び場所で行う。 

(2) 所在場所検査を行う日時、場所等 

ア 特定計量器の所在の場所で検査を希望する受検者は、一般社団法人群馬県計量協会に検査を希望する日時

及び場所を連絡し調整すること。 

イ 特定計量器検定検査規則第３９条第１項第５号に該当する場合を除き、受検者は、事前に、特定計量器検

定検査規則第３９条第２項に規定する様式第１３による申請書を群馬県計量検定所に提出すること。 

４ 検査を行う指定定期検査機関の名称 一般社団法人群馬県計量協会 

 

 

 

◎群馬県告示第１２９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、桐生都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月１０日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 桐生市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 桐生都市計画下水道事業 桐生公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和３４年１０月１日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 変更なし 

(2) 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１３０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、みどり都市計画下水道事業の事業計画

の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月１０日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 みどり市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 みどり都市計画下水道事業 みどり公共下水道 

３ 事業施行期間 平成４年９月２５日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 汚水 

  ア 収用の部分 なし 

イ 使用の部分 平成４年群馬県告示第８３４号、平成４年群馬県告示第７１７号、平成１０年群馬県告示第
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１３４号、平成１０年群馬県告示第２２４号、平成１２年群馬県告示第４１号、平成１３年群馬県告示第９

８号、平成１８年群馬県告示第８９号、平成１８年群馬県告示第９０号、平成２３年群馬県告示第１４７号、

平成２８年群馬県告示第１３２号及び令和３年群馬県告示第１４６号、令和５年群馬県告示第１２２号の事

業地を次のとおり変更する。 

笠懸町阿左美の一部を追加する。 

(2) 雨水 

  ア 収用の部分 なし 

  イ 使用の部分 変更なし 

 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により、次のとおり県営土地改良事業の

工事が完了したので公告する。 

    令和８年４月１０日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

土地改良事業の名称 地 区 名 工事完了年月日 

県営農村地域防災減災事業 北ろく赤谷 令和８年３月２６日 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、   

桐生都市計画下水道（桐生公共下水道）の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準

用する同法第２０条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  令和８年４月１０日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 桐生都市計画下水道 桐生公共下水道 

２ 都市計画の変更年月日 令和８年１月９日 

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部下水環境課及び桐生市水道局下水道課 

 

 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第４号の規定により、次のとお

り道路を指定した。 

令和８年４月１０日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太 
 

番号 指定に係る 
道路の種類 

指定に係る 
道路の位置 

指定に係る道路 
の延長及び幅員 

メートル 

指 定 番 号 
指定年月日 

■ 公  告 
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１ 
 

法第４２条第１
項第４号に規定
する道路 

藤岡市岡之郷字清水７３
６－５の一部、７３７－
６の一部、７３７－７、
７３７－５、７４１－２
の一部、戸崎６２８－
６、６２８－７、６２８
－８、６２８－９、６２
７－３、６２７－４、６
２６－１０、６２６－２
の一部、清水５８７－２
の一部、７３８－５、７
３８－７、７３８－６、
戸崎７４０－１１、７４
０－１０、６０８－３の
一部、６０７－２の一
部、６０７－４、６０７
－３の一部、６０５－２
の一部、６０４－８の一
部、６０４－１０、６０
４－１２、６０１－３、
６０３－１の一部、６０
３－５、６０２－４、６
００－２の一部、５９９
－７、５９９－５、５９
８－４、５８６－２の一
部、５５７－２の一部、
５５８－１０、５５７－
８の一部、５５９－９の
一部、５５７－４の一
部、５５７－９の一部、
５５８－８の一部、５５
９－２の一部、高木３５
９－５の一部、３５９－
６の一部、３６０－３の
一部、３６０－５、３６
３－５ 

延長５０４．００ 
幅員 １６．００ 

群馬県指令高土第８８６－１号 
令和８年３月２６日 

 
 

 

 

 

 次のとおり一般競争入札に付する。 

  なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３ 

号）の適用を受けるものである。 

  令和８年４月１０日 

群馬県知事  山 本 一 太   

１ 調達内容 

 (1) 購入物品、予定数量及び納入場所  
 

購入物品 予定数量 納 入 場 所 

Ａ重油ＪＩＳ１種１号 
 

４１０，０００ 
リットル 
 

群馬県立心臓血管センター  前橋市亀泉町甲３番地１２ 
群馬県立がんセンター   太田市高林西町６１７番地１ 
群馬県立精神医療センター  伊勢崎市国定町二丁目２３７４ 
群馬県立小児医療センター  渋川市北橘町下箱田７７９ 

■ 入札公告 
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 (2) 購入物品の特質等 入札説明書による。 

 (3) 契約方法 単価契約 

 (4) 契約期間 令和８年６月１日（月）から令和８年８月３１日（月）まで 

 (5) 入札方法 上記(1)の件名における１リットル当たりの単価（小数第２位まで記載すること。）に対し入札

に付する。 

   なお、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 (2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和８・９年度物件等購入契約資格者名簿に登載されている者であること。 

 (3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。  

 (4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、群馬県病院局財務規程（平成１５年群馬県病院管理規程第

５号。以下「規程」という。）第１３９条第１項又は第３項の規定による入札参加制限を受けていない者であ

ること。 

 (5) 入札日において、群馬県から指名停止を受けていない者であること。 

 (6) 日本国内において、群馬県病院局が行う立会検査に応じられる者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 群馬県病院局経営戦略課財務係 担当：田中 電話０２７－２２６－２７１３（ダイヤルイン） 

 (2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/）からのダウンロ

ードによる。 

 なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を受

けること。 

 (3) 入札説明書の交付期間 令和８年４月１０日（金）から同年５月１２日（火）まで。ただし、上記(1)の場所

で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）

第１条第１項に規定する休日を除き、時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間とす

る。 

 (4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類（以下「申請書等」という。）

を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

     なお、提出された申請書等について群馬県病院局が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければなら

ない。また、入札参加資格確認結果は、令和８年５月１９日（火）までに入札参加資格確認通知書で通知する。 

  ア 申請書等の提出期限 令和８年５月１２日（火）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１

項に規定する休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

  イ 申請書等の提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。 

 なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、封

筒に「Ａ重油一般競争入札の審査資格書類在中」と朱書きすること。 
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(5) 入札及び開札の日時及び場所 令和８年５月２６日（火）午前１０時 群馬県庁１４階１４１会議室（郵送

による場合は、書留郵便とし、同月２５日（月）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県病院局経営戦略課長宛

て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「Ａ重油一般競争入札書在中」と朱書きすること。） 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

  (2) 入札保証金 免除  

 (3) 契約保証金 契約の相手方は、契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の１０以上の額を納付するも

のとする。ただし、契約日時点で、規程第１２３条の規定に該当する者は、免除する。 

 (4) 入札の無効  本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規程第１４２条各号に掲げる入札は、無効とする。 

 (5) 契約書作成の要否 要 

 (6) 落札者の決定方法 規程第１１６条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内の有効な入札を行った

者のうち、最低価格入札者を落札者とする。 

   なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 

 (7) その他 詳細は、入札説明書による。 

５ Summary 

 (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: YAMAMOTO Ichita, Governor of Gunma  

Prefecture. 

  (2) Nature and quantity of the services to be required: Low Sulfur A Fuel Oil (JIS Class 1 No.1):  

410,000L 

 (3) Bidding deadline: May 26, 2026 at 10:00 a.m.(bidding by registered mail must be received by  

May 25, 2026 at 4:00 p.m.) 

  (4) For further details,please contact: Strategy and Management Division, Gunma Prefectural Bureau  

of Hospitals, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-8570, Japan, TEL 027-226-2713(Japanese  

language only) 
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